
【座間市のお知らせ】№781
平成19年 
（2007年） 4.1

広報 
市 の 人 口●127,539人（－295人） 
　　　　　　男65,304人　女62,235人 
市の世帯数●51,811世帯（＋124世帯） 
平成19年３月１日現在（　）は前年同月との増減 

●市交通バリアフリー道路素案にご意見を（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●ざまインフォメーション（4・5面） 
●納税には口座振替のご利用を（6面） 

古紙配合率100%再生 
紙を使用しています 

Trademark American Soybean Association 

大豆油インクを使用しています 

4 月 2 日（月）から市役所の開庁時間は、午後 5 時15分まで延長になります。4 月 2 日（月）から市役所の開庁時間は、午後 5 時15分まで延長になります。
担当 職員課　�046（252）7911 �046（255）3550

平
成
十
八
年
度
予
算
の

執
行
状
況
に
つ
い
て
は
、

個
人
市
民
税
が
給
与
所
得

者
納
税
人
数
の
増
加
お
よ

び
税
制
改
正
に
よ
る
配
偶

者
特
別
控
除
の
廃
止
に
伴

う
増
収
が
見
込
ま
れ
、
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
も
一

定
の
増
収
が
見
込
ま
れ
ま

す
。し

か
し
、
地
方
交
付
税

に
つ
い
て
は
前
年
度
に
引

き
続
き
大
幅
な
減
収
と
な

り
、
そ
の
た
め
、
財
源
不

足
を
市
税
の
増
収
見
込
み

や
歳
出
に
お
け
る
事
業
全

般
に
わ
た
る
見
直
し
を
行

っ
て
財
源
補ほ

填て
ん

を
し
て
き

ま
し
た
。

今
後
と
も
歳
入
の
安
定

し
た
確
保
は
も
ち
ろ
ん
、

歳
出
の
徹
底
し
た
見
直
し

と
抑
制
を
図
り
、
効
率
的

な
財
政
運
営
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

平
成
十
九
年
度
は
、
三

位
一
体
改
革
に
伴
う
税
源

委
譲
が
本
格
実
施
さ
れ
、

都
市
と
し
て
の
自
主
自
立

が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
、
重

要
課
題
で
あ
る
キ
ャ
ン
プ

座
間
へ
の
米
陸
軍
第
一
軍

団
司
令
部
等
の
移
転
問
題

を
は
じ
め
、
人
口
の
減
少

傾
向
が
現
れ
る
中
で
の
少

子
高
齢
化
へ
の
対
応
、
安

全
・
安
心
な
生
活
環
境
づ

く
り
、
福
祉
、
教
育
の
充

実
、
商
工
業
の
振
興
、
さ

ら
に
は
団
塊
世
代
の
大
量

退
職
へ
の
対
応
な
ど
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
九
年
度
予
算
編

成
に
当
た
っ
て
は
、
歳
入

財
源
の
安
定
的
な
確
保
と

歳
出
全
般
に
つ
い
て
徹
底

し
た
見
直
し
を
行
う
と
と

も
に
、
よ
り
効
率
的
で
質

の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
た
め
、
次
の
八

つ
の
柱
を
基
本
に
予
算
編

成
を
行
い
、
こ
の
方
針
の

下
に
市
政
運
営
を
図
り
ま

す
。

一
、
総
合
計
画
の
後
期
基

本
計
画
に
基
づ
く
施
策

事
業
の
着
実
な
推
進

二
、
行
政
改
革
大
綱
の
基

本
方
針
に
基
づ
く
、
行

政
改
革
の
一
層
の
推
進

三
、
地
方
の
自
主
自
立
を

担
保
す
る
税
源
委
譲
が

な
さ
れ
る
よ
う
、
国
に

さ
ら
な
る
地
方
分
権
改

革
の
推
進
を
求
め
る
と

と
も
に
、
国
の
動
向
を

踏
ま
え
て
、
必
要
な
財

源
を
確
保

四
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド

ビ
ル
ド
の
精
神
を
堅
持

し
、
財
政
構
造
の
改
善

と
財
政
運
営
の
健
全
化

五
、
事
務
事
業
の
必
要
性

や
経
費
負
担
の
あ
り
方

な
ど
を
含
め
、
行
政
と

市
民
の
役
割
分
担
を
明

確
に
し
、
公
平
、
公
正

性
の
確
保

六
、
安
定
し
た
財
源
の
確

保
と
そ
の
有
効
利
用
。

七
、
市
債
の
発
行
抑
制
と

債
務
の
解
消
に
努
め
、

中
長
期
的
な
財
源
調
整

へ
の
配
慮

八
、
国
の
新
た
な
政
策
な

ど
の
情
報
を
的
確
に
把

握
、
分
析
し
て
、
事
業

に
反
映

去
る
二
月
二
十
二
日
に
開
会
し
た
市
議
会
第
一
回
定
例
会
に

お
い
て
、
市
長
は
平
成
十
九
年
度
の
予
算
編
成
方
針
を
明
ら
か

に
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
う
ち
の
市
政
の
運
営
方
針
と
主
要
な
政
策
の

概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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予算額などの詳細は
４月15日号に
掲載します。

上記の八つの柱を基本に、市の総合計
画に描いた将来像である「みなぎる活力
とやすらぎが調和するときめきのまち」
を目指して、次の五つを重点目標に掲げ
ました。
①市政情報・市民参加・行政改革の推進
②安全・安心な生活環境の推進
③福祉・医療・保健の推進
④教育・文化の推進
⑤住み、働き、憩う
まちの活性化の推進

○行政機能の充実
・小田急相模原再開発ビル内に住民
票等自動交付機を設置
○市民参加の推進
・ホームページの充実（行政情報、
その他情報提供の充実）
○コミュニティ活動推進
・協働まちづくり条例（平成19年４
月１日公布、９月１日施行）
・市内８館目となる（仮称）栗原コ
ミュニティセンター建設に向けて
設計に着手
・市民相談事業の充実

市政情報・市民参加・
行政改革の推進

1 安全・安心な生活環境の推進2

○勤労者福祉の向上
・生活資金等貸出金の一般預託、勤労者生活資金の
貸付、勤労者住宅資金利子の補助事業
○都市農業の振興
・農業用水路等整備事業
○工業の振興
・中小企業事業資金利子の補助事業
○商業の振興
・商業活性化対策イベント補助事業（商店街団体な
どが実施する朝市や祭りなどに要する経費の一部
を補助）
・商店街空き店舗および空き地活用事業（利用者の
参加しやすい環境づくりや会員登録制などの改善
による有効な活用）
・観光協会設立事業（観光事業の主体となる（仮称）
座間市観光協会の設立とその運営に対する経費の
一部を補助）

○安全・安心対策
・第２子育て支援センタ
ーに緊急通報機器を整
備
・全児童ホーム（13館）
に緊急通報機器を整備
○教育環境の整備
・学校安全対策嘱託員に
よる学校内外における
安全管理に関する訓
練・研修の指導・助言
○消防対策の推進
・自動体外式除細動器（AED）を市内の中学
校６校および図書館に設置
・救急救命士を養成
○防災対策の推進

・座間市自治体情報携帯サイトの開設（携帯
電話による災害情報等入手サービスを開始）
・木造住宅耐震診断・耐震改修補助の実施
○生活環境の保全
・ＩＳＯ環境改善（市立保育園への適用拡大）
・地下水汚染実態の調査
○交通環境の整備
・コミュニティバスの運行（平成19年11月１
日から試行運行を本格運行へ移行）
○道路網の整備
・市道50号線道路改良事業（緊急車両通行困
難個所解消に向けた道路拡幅）
・バリアフリー化の推進（さがみ野１号踏切
の改良）
○市街地の形成
・景観条例を策定
・優良建築物等整備事業

住み、働き、憩うまちの活性化の推進5

○学校施設の整備
・小学校施設の整備、小学校施設の耐
震化、中学校施設の整備、中学校施
設の耐震化事業
・特別支援学級などの推進（栗原小学
校、ひばりが丘小学校、相模が丘小
学校に「情緒障害児学級」を新設）
○公民館の整備・充実
・北地区文化センター冷暖房設備更新
事業、北・
東地区文化
ンターおよ
び市公民館
のパソコン
更新事業

教育・文化の推進4福祉・医療・保健の推進3

○健康づくりの推進
・健康まつり、健康サマーフェスタイン
ざま開催、健康体操の推進
○母子保健の充実
・妊婦健康診査事業、１歳６カ月児健診、
８～10カ月児健診
○成人・老人保健の充実
・基本健康診査、がん検診
○医療体制の充実
・広域救急医療、休日急患センター診療、
後期高齢者医療システム開発
○高齢者福祉の充実
・団塊世代等生き活きプラン策定（団塊
世代等（55歳から60歳）を対象に「職
業」、「地域活動」、「生涯学習」を核と
したアンケート調査を実施し、平成20

年度以降の団塊世代などに対する施策
に反映）
・老人福祉施設建設助成事業
・高齢者等家具転倒防止対策助成事業
（一人暮しの高齢者と１、２級障害者
世帯に対し、地震災害時における家具
の転倒を防止するため、取り付け作業
に掛かる費用を補助）
○障害者福祉の充実
・平成20年度知的障害者通所更生施設
（もくせい園）の指定管理者制度へ向
け一部委託
・市民体育館にオストメイトを設置
○児童・母子等福祉の充実
・北地区児童ホーム（13館目）を相模が
丘小学校内に新設、休日学童保育の支
援（サンホープ施設提供）、開所時間
の拡大（午後６時までを６時30分まで）

「みなぎる活力とやすらぎが調和する
ときめきのまち」の実現を目指して

市
政
を
取
り
巻
く

情
勢

平
成
十
九
年
度

予
算
編
成
方
針

平成19年度に取り組む 
五つの重点目標 

平成19年度に取り組む 
五つの重点目標 

平成19年度に取り組む 
五つの重点目標 

平成19年度の予算 
決まる！ 

平成19年度の予算 
決まる！ 

平成19年度の予算 
決まる！ 

平成19年度の予算 
決まる！ 

平成19年度の予算 
決まる！ 

星野市長
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い
ま
や
世
界
の
�
Ｉ
Ｔ
王

国
�
に
な
っ
た
イ
ン
ド
。
そ

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
イ
ン
ド
人
の
数

学
、
物
理
、
科
学
分
野
に
お

け
る
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
あ

る
。
こ
の
分
野
で
は
多
く
の

国
へ
人
材
を
輩
出
し
て
い

る
。イ

ン
ド
人
を
こ
こ
ま
で
に

し
た
要
因
を
探
っ
て
み
る

と
、
そ
の
一
つ
に
老
若
男
女

に
広
く
普
及
し
て
い
る
日
本

の
折
り
紙
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
本
市

の
「
お
り
が
み
サ
ー
ク
ル
」

の
高
住
順
子
会
長
に
聞
い
て

み
た
。「
イ
ン
ド
の
詳
し
い

こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
。た
だ
、

折
り
紙
は
、
世
界
の
か
な
り

の
国
に
普
及
し
て
い
ま
す
。

脳
の
活
性
化
や
緻ち

密み
つ

性せ
い

、
創

造
力
な
ど
を
養
う
の
に
効
果

が
あ
る
の
で
、
イ
ン
ド
の
人

に
も
そ
の
あ
た
り
が
受
け
入

れ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
」
と
推
測
す
る
。

江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
折

り
紙
遊
び
。
一
般
的
な
�
鶴
�

も
二
百
年
も
前
か
ら
今
と
ま

っ
た
く
同
じ
形
で
折
ら
れ
、

そ
れ
が
人
の
手
か
ら
手
へ
と

伝
え
ら
れ
、
今
日
ま
で
残
さ

れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
伝
承

作
品
は
数
多
く
あ
る
。

お
り
が
み
サ
ー
ク
ル
は
平

成
十
年
に
発
足
し
、
現
在
は

八
十
七
歳
を
最
年
長
に
メ
ン

バ
ー
が
八
人
。「
孫
と
の
交

流
が
で
き
た
」「
指
先
に
神

自
由
に
紙
を
折
る

経
を
集
中
す
る
の
で
老
化
防

止
に
な
る
」「
観
察
力
が
鋭

く
な
っ
た
」
な
ど
、
会
員
が

感
じ
て
い
る
効
用
も
さ
ま
ざ

ま
。会

員
た
ち
は
年
に
一
回
、

座
間
養
護
学
校
や
入
谷
小
学

校
に
出
向
き
、
折
り
紙
を
教

え
て
い
る
。
高
住
会
長
は

「
こ
れ
か
ら
は
、
ぜ
ひ
子
ど

も
た
ち
の
手
か
ら
さ
ら
に
、

次
の
世
代
へ
と
伝
え
て
い
っ

て
欲
し
い
で
す
」
と
期
待
を

込
め
て
話
し
た
。

新しい形に挑戦

精神障害者にパスネットまたはバスカードを下記のとおり
支給します。今年度から、対象者の条件を変更しましたので
ご注意ください。
○対　象　市内に住民票がある精神障害者保健福祉手帳１級
から３級までと、有効期限内の自立支援医療受給者証（精
神科通院）をお持ちの方
※身体・知的障害者でもあり、福祉タクシー利用券・自動
車燃料費助成券の対象になる方は、それらも含めてどれか
一つを選択

○持ち物　精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、
印

○申請方法　本人または代理人が直接担当へ
担当 障害福祉課 �046（252）7132 �046（252）7043

市では、高齢者や身体障害者などが安心して外出できるよう、小田急線

相武台前駅施設とその周辺道路などのバリアフリー化を推進する「座間市

交通バリアフリー法基本構想」を平成17年10月に策定しました。

この基本構想では、相武台前駅と公共施設などとを結ぶ道路を特定経路

として指定し、その特定経路をバリアフリー化する事業計画を策定して公

表することになっています。このたび、この事業計画の素案がまとまりま

したので、これに対する意見を右記のとおり募集します。

事業計画の素案は、市役所４階道路整備課、相模原土木事務所道路維持

課（神奈川県高相合同庁舎内）、市内各コミュニテイセンター、市公民館、

北・東地区文化センターで閲覧できるほか、市ホームページでも公開して

います。市民の皆さんの声をお聞かせください。

○対　象　市内在住・在勤・在学者

○応募方法　任意の書式・用紙に、件名（座間市交通バリアフリー道路特

定事業計画素案について）、住所・氏名（市内在勤者は、事業所名・所

在地を併記）、素案に対する意見を記入し、４月30日（月）までに電子

メールまたはファクス、郵送（当日消印有効）で下記応募先へ

※個々の意見に対する個別の回答はしませんが、提出された意見の概要や

意見に対する考え方については、市ホームページなどで公表します。

担当 道路整備課 �046（252）8576 �046（255）3550

【電子メール】tokutei＠city.zama.kanagawa.jp
【ファクス】�046（255）3550
【郵　送】〒228-8566 座間市役所道路整備課
※電話での受け付けはできません。

座間市交通バリアフリー道路特定事業計画素案の応募先

在宅の身体・知的障害者の日常生活を手助けするために、各種助成や手
当ての申請受け付けを開始しました。対象者またはその代理人は、忘れず
に申請してください。
担当 障害福祉課 �046（252）7132 �046（252）7043

福祉タクシー利用券または自動車燃料費助成券のいずれかを、下記のと
おり交付します。
○対　象　在宅で次のいずれかに該当する方
・身体障害者（視覚障害・肢体不自由で上肢２
級のみを除く身体障害者手帳１・２級または
内部障害の身体障害者手帳１級）

・知的障害者（療育手帳A１・A２または知能
指数35以下）

・特定疾患罹
り

患
かん

者または小児特定疾患罹患者
※自動車燃料費は、上記対象者の日常生活のために家族が運転する場合
も助成します。

○申請方法　本人または代理人が、身体障害者手帳、療育手帳、特定疾患
医療受給者証、小児特定疾患医療給付決定通知書のいずれかと印のほか、
自動車燃料費助成券を希望する場合のみ運転免許証および自動車検査証
も持って直接担当へ

外出が困難な障害者が自宅で理容または美容のサービスを受ける場合な
どの費用の一部を、下記のとおり支給します。
○対　象　在宅の身体障害者（身体障害者手帳１・２級）および知的障害
者（療育手帳A１・A２または知能指数35以下）のうち次のいずれかに
該当する方
①65歳未満で障害による寝たきりの方
②平成18年度（平成17年分）の市民税が非課税世帯の方
※生活保護受給者は対象になりません。

○助成内容　上記①の対象者には出張券（5,700円×４枚）を、②の対象
者には助成券（2,000円×６枚）を支給

○申請方法　５月31日（木）までに、本人または代理人が身体障害者手帳
または療育手帳、印を持って直接担当へ

○対　象　４月１日現在、市内に１年以上居住する平成19年度（平成18年
分）の市・県民税が非課税世帯の方のうち次のいずれかに該当する方
①知能指数41以上50以下で療育手帳B１に該当する方
②身体障害者手帳４級から６級までの方
③知能指数51以上75以下で療育手帳B２に該当する方
※施設に入所している方（通所は除く）、生活保護を受けている方、県
在宅重度障害者等手当の受給資格がある方は対象になりません。

○助成内容　上記①の対象者には年額11,500円を、②③の対象者には年額
10,000円を９月に支給

○申請方法　７月31日(火)までに本人または代理人が、身体障害者手帳ま
たは療育手帳、印、預金通帳(郵便局は除く)を持って直接
担当へ

相談支援事業所「アガペサポートセンター」が、身体・
知的障害にかかわる障害福祉サービスや地域生活に関する
相談を受け付けます（予約制）。相談希望者は担当にお申し
込みください。
担当 障害福祉課 �046（252）7132 �046（252）7043

� アガペサポートセンター出張相談 �

高齢者や身体障害者が安心して歩ける道路を目指して… 

『座間市交通バリアフリー 
    道路特定事業計画素案』にご意見を 
『座間市交通バリアフリー 
    道路特定事業計画素案』にご意見を 
『座間市交通バリアフリー 
    道路特定事業計画素案』にご意見を 

在宅の身体・知的障害者の皆さんへ 
　助成や手当ての申請受け付けを開始 
在宅の身体・知的障害者の皆さんへ 
　助成や手当ての申請受け付けを開始 
在宅の身体・知的障害者の皆さんへ 
　助成や手当ての申請受け付けを開始 
在宅の身体・知的障害者の皆さんへ 
　助成や手当ての申請受け付けを開始 

福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券

理 髪 券 ・ 美 容 券 助 成

心 身 障 害 者 手 当



▽受付時間＝午後１時15分～２時15分（時間厳守）▽
ところ＝市民健康センター▽対象＝３カ月～７歳６カ
月未満（なるべく１歳６カ月までに）※指定日厳守

広報ざま【座間市のお知らせ】No.781 平成19年（2007年）４月１日３

保 予 保健医療課 

▽とき＝４月20日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での
心配についての理学療法士による相談▽対象＝おお
むね４カ月～１歳６カ月児▽申込方法＝電話予約

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・しつけなどの
相談▽持ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場
へ

▽とき＝４月26日（木）午前10時～11時30分▽とこ
ろ＝市民健康センター▽内容＝離乳食の作り方・す
すめ方、子どもの発達や予防接種について▽対象＝
おおむね５カ月～６カ月児とその保護者▽持ち物＝
母子健康手帳、離乳食用スプーン▽申込方法＝電話
予約

▽とき＝４月17日（火）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽対象＝平成18年12月生まれ

市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を
実施しています。対象者には個人通知をしますので、
あらかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳
をお持ちになって受診してください。

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対象＝平成17年９月
生まれ◆歯科▽とき＝４月11日、18日いずれも水曜日
午前９時30分～10時30分受け付け▽ところ＝市民健康
センター▽対象＝平成17年８月生まれ

▽とき＝４月25日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処置
および育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）
▽対象＝平成17年３月生まれ▽持ち物＝母子健康手
帳、歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事前通知はあ
りませんのでご注意ください）

▽とき＝４月10日（火）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽対象＝平成15年10月生まれ
▽持ち物＝母子健康手帳

▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝初めて出産する妊娠20週から31
週までの方とその夫▽受講料＝500
円（テキスト代）▽持ち物＝母子健
康手帳、筆記用具▽申込方法＝４月
27日（金）までに電話で担当へ

▽とき＝４月16日（月）午前９時30分～10時30分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝身体測定、
尿検査、血圧測定、体脂肪測定と相談▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ
※１カ月以内に禁煙を始めたい方は、禁煙相談も併せ
て実施しています（希望者は要電話予約）。

予ポリオ（急性灰白髄炎）

と　き ところ 受付時間 

４月13日（金） 

４月20日（金） 

午前９時30分 
　～10時30分 

東地区文化センター 

市民健康センター 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 
消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５１）０１１９ 

◆深　夜 
診療科目 電話番号 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。 

小児救急情報センター（左記）でご確認くだ 
さい。 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌朝午前８時 

�０４６（２５５）９９３３ 

�０４６（２５１）０１１９ 
※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

対　象 
と　　き 

２月生まれ 
５月生まれ 
11月生まれ 

２・５月生まれ 
６月生まれ 

４月２日（月） 
４月４日（水） 
４月６日（金） 
 
４月12日（木） 

４月３日（火） 
４月５日（木） 
４月９日（月） 
 
４月13日（金） 

４月11日（水） 

１日～15日生まれ 16日～末日生まれ 

保発達相談

保育児相談

保赤ちゃん教室

保４カ月児健康診査

保８～10カ月児健康診査

保１歳６カ月児健康診査

保３歳６カ月児健康診査

保２歳児歯科健康診査

保母親父親教室
と　き 内　容 

５月７日（月） 

５月12日（土） 

５月14日（月） 

５月19日（土） 

栄養の話、妊娠中の生活、 
赤ちゃんとの触れ合い体験 
産後の過ごし方と 
赤ちゃんの世話 
歯の話、妊婦体操、 
お産の流れと呼吸法 

午前９時15分 
　～11時30分 

午前９時30分 
　～11時30分 

赤ちゃんの沐浴、妊婦疑似 
体験、これからに向けて 

もくよく 

保健康相談

胃・大腸がん検診は６月～11月（全20回、年１
回受診可）、子宮・乳がん検診は12月～平成20年
２月（全10回、２年に１回、乳がん検診のみ30代
女性は年１回受診可）の期間で実施します。また、
開催日により「歯間ブラシ体験コーナー」を同時
開催します。
○申込方法　受診を希望する方は、それぞれ検診
日の８日前までに電話で担当へ（定員になり次
第締め切り）
※胃・大腸がん検診は、市ホームページの「電
子申請・届け出」でも申し込みできます（検診
日の14日前までに）。

○申込受付開始日　胃・大腸がん＝４月２日（月）
子宮・乳がん＝９月30日（日）
詳細は、はがきまたは保健衛生のお知らせなど

をご覧ください。

※対象者は、平成19年４月１日現在の年齢です。 

1,000円 

500円 

800円 

600円 
 

 

2,500円 

 

 

2,000円 

検　診 対　象　者 受診料 

胃 

大腸 

子宮 

乳がん 
（視触診のみ） 

乳がん 
（視触診+ 
マンモグラフィ２方向） 

乳がん 
（視触診+ 
マンモグラフィ１方向） 

40歳以上の方 

20歳以上で偶数年齢の方 

30歳～39歳までの女性 

40歳～48歳までの 
偶数年齢の女性 

50歳以上で 
偶数年齢の女性 

〈注意事項〉
・授乳中の方は、乳がん検診を受けられません。
・産後２カ月未満の方は、子宮がん検診を受けら
れません。

・妊娠中の方は、大腸がん検診以外の検診を受け
られません。

・医療機関で行う「子宮がん施設検診」は、６月
から11月まで実施します。詳しくは、本紙６月
１日号でお知らせします。
※子宮がん集団検診との重複受診はできません。

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

メタボリックシンドロームとは「内臓脂肪型肥満」
に加えて「高血糖」「高脂血症」「高血圧」などの生
活習慣病を併せ持った状態をいいます。動脈硬化を
起こしやすく、脳卒中や心臓疾患を発症する危険が
増大するといわれています。
皆さんも右記のメタボリックシンドロームチェッ

クで身体の状態を確認し、該当箇所がある方は、ぜ
ひ同セミナーにお申し込みください。
○と　き　４月20日（金）、23日（月）、27日（金）
午後１時30分～４時（全３回）

○ところ　市民健康センター
○内　容　メタボリックシンドロームについて、腹
囲計測と生活習慣（食事・運動）の見直し、体脂
肪測定と口

こう

腔
くう

ケアについて

○対　象　40歳以上
○定　員　30人（先着順）
○申込方法　４月19日（木）までに直接または電話
で担当へ

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

○と　き　４月23日（月）午後１時30分～３時30分
○ところ　市民健康センター
○内　容　ウオーキング経験者を対象に、生活習
慣病を予防するためのウオーキングについて、
より効果的な方法を体験しながら学ぶ

○対　象　40歳以上
○定　員　30人（先着順）
○参加費　無料
○持ち物　健康手帳、飲み物、タオル
○申込方法　４月20日（金）までに直接または電
話で担当へ

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

□お腹の脂肪が気になる
□もう少し体重を減らす必要がある
□食事は満腹になるまで食べる
□間食をよくする
□運動不足である
□たばこを吸う
□高血糖や高脂血症、高血圧の
いずれかの指摘を受けたことがある

メタボリックシンドロームチェック
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4
日 月 火 水 木 金 土 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

5
日 月 火 水 木 金 土 
　 　 1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 

お 役 立 ち 情 報 満 載 ！ 
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○重点項目　「新入学児童・園児を
交通事故から守ろう」「シートベ
ルト（後部座席を含む）とチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底」

※「新入学児童・園児を交通事故か
ら守る運動」を４月５日（木）から
11日（水）まで実施します。
担当 市交通安全対策協議会

（安全対策課内）
�046（252）8158 �046（252）7773

昨年６月の発売以来、好評をいた
だいている「WE LOVE ZAMA！健
康体操」のマニュアルビデオを、こ
のたび90本限定で追加販売します。
このビデオには、市民の歌「WE

LOVE ZAMA！」に合わせて行う
健康体操について、同体操考案者の
藤元直美さんによる丁寧な解説や実
技が約30分間収録されています。初
めての方にもマスターを目指す方に
も最適なこのビデオで健康体操を覚
えましょう！
○販売価格　200円（実費）
○販売場所　市役所２階健康づくり
課、各出張所

担当 健康づくり課
�046（252）7995 �046（255）3550

環境に優しいクリーンなエネルギ
ーの活用を進めるため、住宅用太陽
光発電設備を設置しようとする方
に、その費用の一部を助成していま
す。
○助成金額　太陽電池の最大出力１
キロワット当たり３万円（上限額
15万円）

○申請受付開始日　４月16日（月）
※助成対象要件や申請方法など詳し
くは、担当にお問い合わせください。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（257）7743

ダイオキシンなどの有害大気汚染
物質は、物を燃焼させることによっ
て発生します。特にビニールやプラ
スチック、ゴムなどを燃焼させると
多く発生し、環境に悪い影響を与え
ます。現在、「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」では、適合基準に
合った焼却炉以外での廃棄物の焼却
行為は禁止されています。
家庭での焼却行為はやめ、資源物

と燃えるごみに分別して収集日に出
してください。切り枝や枯れ葉など
もむやみに燃やさず、こまめに収集
日に出すなどして近隣の方に迷惑の
掛からないようご協力をお願いしま

す。
担当 環境対策課
�046（252）8214 �046（257）7743

家庭から出る生ごみの減量化に有
効な、電動式生ごみ処理機などを購
入する世帯に、次のとおり購入費の
補助をしています。なお、購入後の
申し込みは補助対象外です。事前に
担当にお申し込みください。
【電動式生ごみ処理機】▽補助金
額＝購入金額の３分の２（100円未
満切り捨て、上限４万円）▽補助制
限＝１世帯につき１台
【生ごみ処理容器】▽補助金額＝１
台当たり4000円を超える場合１台に
つき3000円、１台当たり4000円以下
の場合購入金額の２分の１（100円
未満切り捨て）▽補助制限＝１世帯
につき２台
担当 清掃課
�046（252）7659 �046（252）7641

「市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例」の改正に
伴い、４月１日（日）から、ペット
（イヌやネコなど）の死畜処理は飼
い主が行うことになります。
これにより、これまで市が専門業

者へ委託し、掛かった費用の一部を
市民の皆さんに負担いただいていた
ものが、４月１日以降はペットの死
畜処理は飼い主の責任で、飼い主が
直接専門業者に依頼し処理をするこ
とになります。
なお、専門業者の連絡先が分から

ない場合など、不明なことがありま
したら担当までお問い合わせくださ
い。
担当 清掃課
�046（252）8724 �046（252）7641

粗大ごみとして各家庭から出され
た家具などを、補修を施してから展
示し、希望者に安価で販売します
（多数抽選）。４月分の購入申し込み
を以下のとおり受け付けます。
○と　き　▽購入申込＝４月７日
（土）～14日（土）午前９時～午
後５時（14日は正午まで）▽販売
抽選＝４月14日午後１時～
※毎週月曜日は休館です。
○ところ　リサイクルプラザ（東原
２－16－10）

○対　象　営利を目的としない市内
在住・在勤者

○申込点数　一人１点まで
※購入物は各自お持ち帰りください。
担当 リサイクルプラザ
�046（252）7963 �046（252）7964

○課　題　日ごろから福祉について
思っている事、実際に体験した事
など

○応募資格　市内在住・在勤・在学
者

○応募規定　▽論文＝400字詰め原
稿用紙５枚以内▽標語＝一人１点
（いずれも自作品で未発表のもの）
○応募方法　作品に住所、氏名、ふ
りがな、年齢、電話番号を記入し、
７月２日（月）までに〒228－
8566市役所福祉支援課あて郵送・
持参（応募作品は返却しません）

※応募者全員に参加賞を贈呈するほ
か、優秀作品を９月に開催する福祉
大会で表彰します。
担当 福祉支援課
�046（252）7122 �046（256）3600

児童虐待を防止するため、次のと
おり児童相談窓口（来所・電話相談）
を設けています。土曜・日曜日、祝
日でも相談を受け付けていますので
ご利用ください。
○と　き　毎週月曜～金曜日午前９
時30分～11時30分と午後１時～３
時30分、土曜・日曜日と祝日午前
10時～午後３時

○ところ　市役所１階子育て支援課
○相談電話番号　�046（255）0500
※希望者は、あらかじめ担当に電話
で予約をしてください。
担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043

市民から「市の公園などで開催す
る有料サッカー教室の体験会（無料）
の勧誘チラシを配布されたが、市で
は許可しているのか」という問い合
わせをいただきました。
市で管理する公園（広場）などに

おいて、民間企業や団体が各種教室
を有料で開催すること（無料体験会
の開催を含む）は市の条例などで認
められていません。もし、このよう
な行為や宣伝を見掛けた方は担当に
ご連絡ください。
担当 公園緑政課
�046（252）7222 �046（255）3550

○と　き　６月10日（日）
○ところ　東海大学湘南校舎（平塚
市北金目1117）

○試験の種類　甲種、乙種全類、丙
種

○受験資格　乙・丙種は制限なし
○申込方法　担当と東・北分署に備
え付けの申請書に必要事項を記入
し、４月16日（月）から５月10日
（木）までに申請書に記載されて
いる申請先あて郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　５月19日（土）午前９時
30分～午後５時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○対　象　乙種４類・丙種受験者
○定　員　50人（先着順）
○受講料　9,000円（テキスト代含む）
○申込方法　担当と東・北分署に備

え付けの申請書に必要事項を記入
し、４月４日（水）から５月11日
（金）までに直接担当へ（土曜・
日曜日、祝日を除く）

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

市教育委員会では、小・中学生の
保護者で経済的にお困りの方を対象
に、就学費用の一部を援助していま
す。援助内容は、学用品や給食、医
療、校外活動、修学旅行などに掛か
る費用です。
対象者の条件や申込方法など詳し

くは、学校を通じて保護者に配布さ
れる「就学援助制度のお知らせ」を
ご覧ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

○と　き　４月10日（火）午前９時
30分～

○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

○公演日　８月26日、12月9日いず
れも日曜日

○説明会日時　４月18日（水）午後
７時～８時30分

○説明会場　市役所５階教育委員会
室

○申込方法　直接・電話・ファクス
で担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

市社会福祉協議会では、75歳以上
の方を対象に「はり・きゅう・マッ
サージ助成券」を支給します。対象
者には、支給会場などを記載した案
内はがきを郵送しています。
○支給日　４月３日（火）～６日（金）
午前９時30分～午後３時30分
※４月９日（月）以降は、はがき
と印を担当に持参してください。

○支給枚数　一人年間４枚
※申請月により枚数が異なります。
担当 市社会福祉協議会
�046（266）2001 �046（266）2009

▼ひばりが丘南児童館＝７日・21日
午後２時30分～３時30分▼小松原１
丁目児童遊園地＝５日・19日午前10
時30分～11時30分▼入谷小学校＝12
日・26日午後２時50分～３時45分▼
東原小学校＝20日午後３時～３時45
分▼ＮＴＴ栗原社宅＝４日・18日午
前10時30分～11時30分▼栗原小学
校＝13日・27日午後２時45分～３時
45分▼東原共同住宅８号棟前＝12
日・26日午前10時30分～11時30分▼
相模が丘４丁目多目的広場＝13日・
27日午前10時30分～11時30分▼相模

野小学校＝18日午後２時５分～３時
45分▼中原小学校＝11日午後２時55
分～３時45分、25日午後１時20分～
２時30分
※雨天の場合は巡回を中止します。
また、学校への巡回は時間が変更に
なる場合があります。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

障害者の運動不足の解消や交流を
深める機会です。
○と　き　４月25日（水）午後１時
～３時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○申込方法　直接・電話・ファクス
で担当へ

※傷害保険に加入していますが、免
責事項や保険の支払額を超える場合
は、自己負担になります。また、送
迎や身体介護はしません。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

◆公民館ふれあい農園
○と　き　４月15日～平成20年３月
16日原則毎月第３日曜日午前９時
30分～正午（全15回）

○ところ　市公民館、農園
○内　容　畑の土作りや季節の野菜
作りの楽しさを実習を通して学ぶ

○対　象　市内在住・在勤者（親子
参加、個人参加どちらでも可）

○定　員　22組（先着順）
○参加費　１組6,000円（苗代など）
○申込方法　４月11日（水）までに
直接・電話・ファクスで同館へ

◆子ども読書の日企画
スズキコージさんと遊ぼう！
○と　き　４月21日（土）午後１時
～４時

○ところ　県立座間谷戸山公園、図
書館

○内　容　絵本作家スズキコージさ
んの指導による楽しいお面作りと
サイン会
※サイン会（入場自由）は３時ご
ろから同館において開催します。

○対　象　小学生以上の親子
○定　員　30組（先着順）
○申込方法　直接・電話で同館へ

◆子どもおはなし会
○と　き　第１・第３・第５水曜日
午後３時30分～４時、第２・第４
水曜日午前11時～11時30分

○内　容　おはなしサークル「たん
ぽぽ」による絵本の読み聞かせ、
素話、手遊び、紙芝居など

○申込方法　当日直接同センターへ
◆平成19年度あすなろ大学（高齢者
学級）新入生募集

○と　き　４月27日（金）午後１時
30分～（説明会）、５月11日～平
成20年３月28日原則毎週金曜日午
後１時30分～３時30分

○内　容　時事講座、郷土学習、大

航海ゼミナール（調べ学習）、公開
講座、クラブ活動

○対　象　継続して出席できる60歳
以上の方

○定　員　30人程度（先着順）
○受講料　無料（教材代500円。見
学代などは別途自己負担）

○申込方法　直接・電話・ファクス
で同センターへ

※４月15日（日）までの午前10時～
午後４時30分（月曜日を除く）に、
ハーモニーホール座間（市民文化会
館）常設展示室において「あすなろ
大学クラブ活動展」を開催していま
すので、ご覧ください。

◇譲ります
屋外一人用テント、おまる、和装用
ボディー、バスケットシューズ、フ
ォークギター、キーボード、電気ス
トーブ、子ども用靴（13�）、ベビ
ーバス・ベビーラック、パン焼き機、
子ども用自転車（24インチ）、シャ
ンデリア、ロッキングチェアー、五
月人形、ベッドマット
◇希望します
ノートパソコン、ＢＳチューナー、
電子オルガン、テレビ、西中学校女
子制服・ジャージ・かばんなど、掃
除機、子ども用食卓付きいす、エア
ロバイク、ハムスター用ゲージ、一
輪車、東原幼稚園制服、チャイルド
シート、子ども用いす、ベビージム

◇市社会福祉協議会へ
▽２万円＝座間吟詠会▽8,811円＝
相模野小学校▽３万2,708円＝ユニ
ー座間店「愛の一円玉募金」

○初心者弓道教室
▽とき＝５月６日～６月24日毎週日
曜日午後１時30分～３時30分（６月
17日を除く。全７回）▽ところ＝ス
カイアリーナ座間弓道場▽対象＝16
歳以上62歳以下の方▽定員＝先着20
人▽受講料＝5000円▽申込方法＝往
復はがきに住所、氏名、ふりがな、
年齢、学年（職業）、電話番号、段
級位（経験者）を記入し、４月15日
（日）までに〒228-0012広野台1-11-5
座間市弓道協会木村あて郵送▽問い
合わせ先＝�046（255）8595（木村）
○市サッカー協会社会人リーグ
▽とき＝４月～平成20年３月▽とこ
ろ＝相模川グラウンド▽競技方法＝
リーグ戦▽対象＝社会人チーム▽参
加費＝１チーム２万6000円▽申込方
法＝代表者の住所、氏名、電話番号、
チーム名を電話・ファクスで��
046（253）7011（上

うえ

之
の

門
かど

）へ
○冒険遊び場体験
～いちにちプレイパーク～
▽とき＝４月21日（土）午前９時～
午後３時▽ところ＝芹沢公園▽内
容＝同公園の一角を借り切り、子ど
もたちが自分の責任で自由に遊ぶ▽
参加費＝無料▽服装＝汚れてもよい
服装で▽入場＝自由▽問い合わせ
先＝座間にプレイパークを作る会�

046（251）3490（田坂）
○やさしい山登り教室
▽とき＝①４月８日②15日③22日い
ずれも日曜日（全３回）①②午後１
時～５時③終日▽ところ＝成瀬駅前
センター（町田市）ほか▽内容＝安
全で楽しい登山の基本を学ぶ（登山
実習あり）▽参加費＝1000円（資料
代）▽申込方法＝４月５日（木）ま
でに電話で町田グラウス山の会�
042（724）1255（寺山）へ
○座間市美術サークル合同展
▽とき＝４月11日（水）～15日（日）
午前10時～午後４時30分（11日は正
午～）▽ところ＝ハーモニーホール
座間ギャラリー▽内容＝市内で活動
している五つのサークルの油絵、版
画作品の展示▽入場＝自由▽問い合
わせ先＝�046（253）0809（松本）
○自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

入門
▽とき＝４月21日（土）午後１時30
分～３時30分▽ところ＝東地区文化
センター▽内容＝健康体操▽対象＝
病弱な方、病気予防を心掛けている
方▽定員＝先着30人▽参加費＝300
円（資料代含む）▽持ち物＝床に敷
くバスタオルなど（動きやすい服装
で）▽申込方法＝電話で同センター
�046（253）0781へ▽問い合わせ先＝
�090（4964）9043（清水）
○神奈川県畜産技術センター
施設一般公開と県民講座
県畜産技術センター（海老名市本

郷3570）では、科学技術週間（毎年
４月中旬）に合わせて次のとおり施
設公開などを行います。
【施設一般公開】▽とき＝４月16日
（月）～20日（金）午後１時30分～
４時（18日を除く）▽内容＝同セン
ター内の施設を見学する（所要時間
１時間程度）▽申込方法＝当日直接
同センター総合研究棟１階受付へ
【県民講座】▽とき＝４月18日（水）
午後１時30分～３時30分▽内容＝
「知っていますか？『神奈川県産牛
乳』」というテーマの講演を聴き、
同センター内の施設を見学する（所
要時間２時間程度）▽申込方法＝氏
名、人数、連絡先を４月11日（水）

区　分 と　　　き と　こ　ろ 

高年齢者職業 

駐留軍離職者 

青　少　年 

教　　　　育 

子どもいじめ 
ホットライン 

法　　　　律 

交　通　事　故 
不　動　産  
（取引・契約） 

市　　　　民 

行　　　　政 
（国に対する要望） 

消　費　生　活 

行　政　書　士 
（相続・遺言） 

ひとり親家庭 

児　童　相　談 

担当　広聴相談課 �０４６（２５２）８２１８ 

�０４６（２５２）８４９０ 
（電話相談も可） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時30分 

毎月第４木曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第３火曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第２・第３木曜日午後１時30分～４時 
30分（予約制（電話可）。２日午前８時30分 
から今月分を受け付け） 

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時30分～ 
９時、第２・第３水曜日午後１時30分～４時 
30分（予約制（電話可）。２日午前８時30分 
から今月分を受け付け） 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午と午後１時 
～３時30分。ただし11日は午後のみ 

26日 

毎月第３木曜日午前９時30分～11時30分 

毎月第３木曜日午前９時～午後３時 

毎月第３木曜日午前10時～午後３時 

毎週月曜～金曜日午前10時～午後４時 

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15分と 
午後１時～５時15分 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～11時30分と午後 
１時～３時30分、土曜・日曜日と祝日午前10時～ 
午後３時（予約制（電話可）） 
毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

19日 

人　　　　権 

ドメスティック 
バイオレンス 

毎月第２火曜日午前９時～正午 10日 

17日 

12・ 
19日 

10・ 
11・ 
17・ 
18・ 
24日 

19日 

19日 市役所４階第１会議室 

ふれあい会館２階 

市役所１階子育て支援課 

市役所１階子育て支援課 

青少年センター１階 
青少年相談室 

市役所５階教育研究所 

市役所３階相談室 

担当　市民人権課 �０４６（２５２）８０８７ 

担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４ 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～午後８時 
�０４６（２５９）２１６４ 
（電話相談のみ） 

担当　教育指導課 �０４６（２５２）８７３２ 

担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７ 

担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１ 

相談専用電話 
�０４６（２５５）０５００ 

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４ 

担当　長寿介護課 �０４６（２５２）７１２７ 

４月の相談日 

市役所３階相談室 
※法律相談と行政書士
相談は、いずれも定員
になり次第、締め切り
ます。なお、多くの方
が利用できるように、
法律相談は年間一人に
つき１回（25分以内）
とさせていただきま
す。要点を整理してご
相談ください。 

までに電話（�046（238）4056）・電
子メール（メールアドレスtikuken.
1622@pref.kanagawa.jp）で同セ
ンターへ

○ペパミン
▽内容＝バスケットボールを楽しむ
▽とき＝毎週水曜日午後７時30分～
９時30分▽ところ＝座間中学校体育
館▽対象＝20歳以上の既婚女性（独
身者は応相談）▽会費＝月額500円
▽連絡先＝�090（6008）4970（大矢）
○ひばりが丘Ｂ琴の会
▽内容＝大正琴の演奏を楽しむ▽と
き＝毎月２回木曜日午前９時30分～
11時30分（予定）▽ところ＝ひばり
が丘コミュニティセンター▽会費＝
月額2000円（雑費として年額300円）
▽連絡先＝�046（251）4547（渡辺）
○相模が丘大正琴の会
▽内容＝大正琴の演奏を楽しむ▽と
き＝毎月２回日曜日午前９時30分～
11時30分▽ところ＝北地区文化セン
ター▽会費＝月額2000円▽連絡先＝
�046（254）2488（木本）
○座間ハンドタイガース
▽内容＝バレーボールを楽しみなが
ら、体力、技、社会性を身に付ける
▽とき＝月曜～水曜・金曜日午後５
時～、土曜・日曜日（試合などのた
め時間は未定）▽ところ＝座間・中
原小学校など▽対象＝小学生▽会
費＝月額3000円▽連絡先＝�046
（251）8807（畠山）
○ほっぴんぐ・きっず
▽内容＝親子や友だちとのコミュニ
ケーションをとりながら、音楽に合
わせて体を動かし、基礎体力、リズ
ム感、社会性などを養う▽とき＝毎
週水曜日午後３時～４時30分▽とこ
ろ＝青少年センター▽対象＝１歳４
カ月児～小学校未就学児（保護者同
伴）▽会費＝月額2000円（入会金
1000円）▽連絡先＝�046（253）
8010（沖永）

児童・園児を交通事故から守ろう！

「WE LOVE ZAMA！健康体操」
マニュアルビデオを追加販売！

住宅用太陽光発電設備設置助成制度
今年度の申し込みは４月16日から

ダイオキシンなどの有害大気汚
染物質の削減のために…
屋外焼却はやめましょう

電動式生ごみ処理機・生ごみ
処理容器購入費補助金制度

ペットの死畜処理は飼い主の責任で

リサイクルプラザ
再生家具の展示・販売

福祉に関する論文・標語を募集

児童相談をご利用ください

市の公園などで各種有料教室を
開催することはできません

小・中学校の就学費用を援助

教育委員会４月定例会

平成19年度市民芸術祭演劇公演
参加団体・運営スタッフ募集

はり･きゅう･マッサージ助成券支給

移動図書館ひまわり号巡回日程

障害者スポーツ教室

危険物取扱者試験

危険物取扱者試験受験準備講習会

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704
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平成19年 
（2007年） 春に歌う 

○と　き　４月１１日（水）午後０時３０分～０時５０分 

○ところ　市役所１階市民サロン 

○曲　目　うぐひす、日記帳、ペルシャの市場ほか 

○演奏者　ソプラノ　三廻部浩子さん、ピアノ伴奏　西山喜美子さん、 

　　　　　ピアノ　鈴木志鶴子さん　尾藤尚美さん 

吉
よし

田
だ

明史
あきふみ

ちゃん
H18. 4 .20生まれ　男
ひばりが丘 1 丁目

宇
う

津
つ

虹
にじ

汰
た

ちゃん
H18. 5 . 2 生まれ　男
相模が丘 5 丁目

中川
なかがわ

快晴
かいせい

ちゃん
H18. 4 .13生まれ　男
座間 2 丁目

佐
さ

藤
とう

百
もも

華
か

ちゃん
H18. 8 .15生まれ　女
栗原中央 4 丁目

振替種目と振替日一覧 

固定資産税・都市計画税 

個人市・県民税 

軽自動車税 

国民健康保険税 

市営住宅使用料 
 

介護保険料 

児童ホーム保護者負担金 
（児童ホーム保育料） 

保育所保護者負担金 
（保育園保育料） 

振替種目 

振替日 
（納期限） 

4／30 5／31

１期 

全期 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 
〈注〉 

１月 ２月 ３月 ４月 

２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 
〈注〉 

10期 11期 12期 １期 

２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 
〈注〉 

10期 11期 12期 １期 

２期 ３期 ４期 

２期 ３期 ４期 １期 

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期 

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期 

6／30 7／31 8／31 9／30 10／31 11／30 12／25 1／31 2／29 3／31

上記の日が、土曜・日曜日のときは月曜日。祝日のときはその翌日 

〈注〉市営住宅使用料の12月および児童ホーム保護者負担金、保育所保護者負担金の９期分の納期限は、金融機関な 
どの１月最初の営業日です。 

市税などの納付には、便利で安全な口座振替をお勧めし
ています。口座振替を利用すれば、納め忘れることや現金
を持って市役所や金融機関などに出向く必要がありませ
ん。口座振替が利用できるのは、右表のとおりです。詳し
くは、各担当にお問い合わせください。

口座振替を希望する方は、右記の取扱金融機関に預（貯）
金通帳と通帳印を持参の上、同窓口備え付けの「座間市口
座振替申込用紙」に必要事項を記入し、お申し込みくださ
い。
※市外にある取扱金融機関には、申込用紙が備え付けてあ
りませんので、事前に各担当または市役所の各出張所に申
込用紙を請求してください。

口座振替を開始するときの目安としては、毎月10日まで
に申し込みをすれば、翌月の納期分から口座振替になりま
す。翌々月以降の開始を希望する場合は、申込用紙の「振
替開始希望日」の欄に希望日を記入してください。
※金融機関により、振替日が納期限と若干異なる場合があ
ります。
担当 収納課 �046（252）8021 �046（255）3550

市と獣医師会では、イヌの狂犬病予防注射と登録を下表のとおり実施
します。すでに飼い犬を登録している方には、はがきで通知をしていま
す。料金とはがきを持って、最寄りの会場にイヌを連れて来場し、予防
接種を受けてください。未登録の方は、会場で新規登録の受け付けをし
ます。
なお、当日は、イヌが首輪から抜けてしまうことがないよう注意する

とともに、暴れても押さえられる方が連れてきてください。また、ふん
の始末ができる物を用意してきてください。
○料　金　▽予防注射＝3,500円（注射料2,950円・注射済票交付手数料
550円）▽新規登録＝手数料3,000円

※注射や登録は動物病院でも受け付けていますが、金額が異なることが
ありますのでご注意ください。

※イヌが死んだときや飼い主が変わったときは、担当に連絡してください。
担当 保健医療課 �046（252）7213 �046（252）7043

午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 
午前10時～11時30分 
午後１時～２時30分 

４月11日（水） 

４月12日（木） 

４月13日（金） 

４月16日（月） 

４月17日（火） 

４月18日（水） 

４月19日（木） 

４月20日（金） 

座間児童館 
東地区文化センター（駐車場） 
鳩川児童館 
ひばりが丘老人憩いの家（南側広場） 

かにが沢公園（駐車場）
 

 

北地区文化センター（駐車場） 
 
栗原児童館 
新田宿・四ツ谷コミュニティセンター 
市公民館・西出張所東側公園 
東原コミュニティセンター前公園 

立野台コミュニティセンター 
 
ひばりが丘南児童館 
サニープレイス座間（総合福祉センター）隣駐車場 

と　き と　こ　ろ 時　間 

５月４日（金）に大凧まつり会場
（相模川グラウンド）で開催される
「第23回わんぱく相撲座間場所」の出
場者を、下記のとおり募集します。同
場所は、小学生が学年別に優勝を争う
勝ち抜きトーナメント戦です。
○と　き　５月４日（金）午前８時30
分～午後４時30分

○ところ　大凧まつり会場内特設土俵
（雨天の場合は座間小学校体育館）
○対　象　市内および近郊に在住の男子小学生
○定　員　200人（先着順）
○参加費　無料
○申込方法　指定の申込書に必要事項を記入の上、４月26日（木）までに下記
の問い合わせ先に郵送またはファクス

○問い合わせ先　〒228-0024入谷５－1858－１座間青年会議所わんぱく相撲座
間場所事務局 �046（254）7999 �046（254）2828
※問い合わせは火曜・水曜・金曜日の午前11時から午後５時まで

担当 青少年課 �046（253）8415 �046（259）2163

・固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税について 収納課 �046（252）8021
・国民健康保険税について 国保年金課 �046（252）7003
・市営住宅使用料について 建築・住宅課 �046（252）7032
・介護保険料について 長寿介護課 �046（252）7719
・児童ホーム保護者負担金について 子育て支援課 �046（252）7969
・保育所保護者負担金について 子育て支援課 �046（252）7202

・横浜銀行 ・さがみ農協 ・みずほ銀行 ・三菱東京UFJ銀行
・三井住友銀行 ・りそな銀行 ・埼玉りそな銀行 ・静岡銀行
・スルガ銀行 ・三菱ＵＦＪ信託銀行 ・中央三井信託銀行 ・神奈川銀行
・静岡中央銀行 ・八千代銀行 ・横浜信用金庫 ・平塚信用金庫
・城南信用金庫 ・中央労働金庫 ・郵便局

担　　当（問い合わせ先）

取 扱 金 融 機 関

口座振替の申込方法

口座振替の開始日
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